
上越市特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例施行規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。 

令和８年２月２６日 

                    上越市長  小 菅 淳 一   

 

上越市規則第１２号 

上越市特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例施行規則の一部を改正する規則 

上越市特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例施行規則（平成２６年上越市規則第

４号）の一部を次のように改正する。 

第２条を削り、第３条を第２条とし、第４条を第３条とする。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


